
1 .

2 . メディカル少額短期保険（株）が指定する感染症

※発病⽇*1時点で上表１．が改正されている場合は、改正後の表に従います。

2020年2⽉1⽇現在

＊1　発病⽇は、医師が感染症と診断するために⾏った検査の⽇と医師により感染症の治療が開始された⽇のいずれか早い⽇とし、
　　　 発病⽇以降の⼊院、通院・⾃宅待機期間が補償対象となります。

疥癬、成⼈性T 細胞性⽩⾎病、ウイルス性⼼外膜炎、伝染性単核球症、溶連菌感染による合併症

新型インフルエン
ザ等感染症 該当なし

指定感染症
新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和⼆年⼀⽉に中華⼈⺠共
和国から世界保健機関に対して、⼈に伝染する能⼒を有することが新たに報告されたものに限る。）であるも
のに限る。）

新感染症 該当なし

3類感染症 【法】コレラ、細菌性⾚痢、腸管出⾎性⼤腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

4類感染症

【法】Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、⻩熱、Ｑ熱、狂⽝病、炭疽、⿃インフルエンザ（⿃インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１
及びＨ７Ｎ９）を除く）、ボツリヌス症、マラリア、野兎病【政令】ウエストナイル熱、エキノコックス症、オウム
病、オムスク出⾎熱、回帰熱、
キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性⾎⼩板減少症候群（病原
体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるものに限る。）、腎症候性出⾎熱、⻄部ウマ脳炎、ダニ媒介脳
炎、チクングニア熱、つつが⾍病、デング熱、東部ウマ脳炎、ニパウイルス感染症、⽇本紅斑熱、⽇本脳炎、ハ
ンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、⿐疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しん
チフス、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類⿐疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー⼭紅
斑熱

5類感染症

【法】インフルエンザ（⿃インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）、ウイルス性肝炎（Ｅ型肝
炎及びＡ型肝炎を除く）、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、
⿇しん、メチシリン耐性⻩⾊ブドウ球菌感染症
【省令】アメーバ⾚痢、ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶⾎性レンサ球菌咽頭炎、カルバペネム耐
性腸内細菌科細菌感染症、感染性胃腸炎、急性出⾎性結膜炎、急性脳炎（ウエストナイル脳炎、⻄部
ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、⽇本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）、クラミジ
ア肺炎（オウム病を除く）、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶⾎性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎
（髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。）、ジアルジア症、侵襲性イ
ンフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、⽔痘、性器ヘルペスウイルス感
染症、尖圭コンジローマ、先天性⾵しん症候群、⼿⾜⼝病、伝染性紅斑、突発性発しん、播種性クリプト
コックス症、破傷⾵、バンコマイシン耐性⻩⾊ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百⽇
咳、⾵しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐
性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流⾏性⾓結膜炎、流⾏性⽿下腺炎、淋菌感染症

「Willnext-Assistant」　感染⾒舞⾦ 対象感染症名⼀覧

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（表中【法】と記載）「同施⾏令」（表中【政令】と記載）
「同施⾏規則」（表中【省令】と記載）に定める１類〜５類の感染症、「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新
感染症」

1類感染症 【法】エボラ出⾎熱、クリミア・コンゴ出⾎熱、痘そう、南⽶出⾎熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

2類感染症
【法】急性灰⽩髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロ
ナウイルスであるものに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイル
スであるものに限る。)、⿃インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ９）


